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～ストーカー行為への対策について～ 

ストーカー行為とは… 

  愛情や好意の感情を伝えたり、その感情を拒否されたことによる仕返しのために 

つきまとい、待ち伏せ、連続した電話等を行って相手を不安にさせることです。 

★被害を未然に防ぐために 

 ・個人情報の管理に注意し、住所や電話番号等を気軽に教えない。 

 ・ＳＮＳを通じた出会いに注意。安易に個人情報を載せない。 

★ストーカー被害を受けたときは 

 ・身の危険を感じたらためらわずに１１０番通報する。 

 ・一人で行動するときは、防犯ブザー等をいつでも使えるように 

する。 

 

ストーカー行為は次第に

エスカレートします。 

迷わず警察や周りの人に

相談してください！！ 

～自転車に乗るときはヘルメットをかぶりましょう！～ 

平成 30 年から令和 4 年までの統計では、自転車

乗車中の事故で亡くなった方の 約 6 割が、頭部

に致命傷を負っています。 

ヘルメットは、交通事故等の時に自分の頭、命を

守ってくれる大切なものです。 

  

少しの間離れるだけ、自分の自転車は大丈夫と油断

していると自転車を盗まれてしまいます。 

被害に遭わないためにツーロックの施錠設備
をつけましょう！！ 

 

 

 


